
亀山市立昼生小学校小規模特認校制度の導入について 

 

１ 特認校制度について 

特定の学校について、通学区域を設けず、通常よりも広範囲な通学区域から児童・生徒

の就学を認める制度である。 

 

２ 亀山市における特認校制度「小規模特認校制度」について 

  亀山市においては、この特認校制度を「小規模特認校制度」とし、保護者が小規模校の

有する特色の中で、児童・生徒に教育を受けさせたいという場合に、一定の条件を付し、

区域外就学を認める制度として運用をしている。 

【亀山市における特認校制度利用児童数（令和８年２月現在）】 

学校名 特認校制度を利用する児童数 / 全児童数 

白川小学校 ８人（６家族） / ４０人 

野登小学校 １人 / ５８人 

 

３ 昼生小学校への制度の導入について 

（１）経緯 

   令和７年１１月１１日に、昼生小学校学校運営協議会会長及び昼生小学校長から「令

和８年度からの小規模特認校制度の導入に関する要望」が提出された。 

要望には、学校運営協議会において、特色を生かした教育・学校経営の魅力化や複式

学級の解消のため、小規模特認校制度を活用し、「昼生小学校の教育」に賛同し、豊かな

自然環境の中で少人数教育を希望される児童や保護者を対象にし、特認校制度を導入し

たい意向が示された。 

（２）導入開始 

   令和８年４月から 

（３）就学の条件 

・昼生小学校の教育活動に賛同する亀山市在住又は在住予定の小学生を対象とする。 

・児童及び保護者は、学校長の面接を受けること。 

・保護者の責任において通学させること。 

 

４ 昼生小学校の児童数の見込み  

 R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ 

児童数（人） ４４ ４４ ４１ ４１ ３３ ３１ ２６ 

複式学級

の状況 

２・３年 

４・５年 

３・４年 

５・６年 

３・４年 

５・６年 

３・４年 

５・６年 

３・４年 

５・６年 

３・４年 

５・６年 

３・４年 

５・６年 

 

５ その他 

 亀山市就学等に関する規則に基づき、小規模特認校制度により昼生小学校に通学を希望

する児童について、指定校の変更を行う。 

令和８年３月１３日開催 
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稲作体験、中ノ川観察 

観音山探検 

サツマイモ植え 

その他、多くの体験学習 

地域産業・地域と連携したキャリア教育 

他校とのオンライン交流 

みんなが活躍できる複式授業 

ゲストティーチャーによる授業 

文化祭、友愛活動、歌のプレゼント 

その他、多くの地域学習 

もみち ひるもなか 



※ …

ほんの 

一例です 

子どもに夢を与える教育 

保護者の方に安心してもらえる教育 

地域とともに歩み、地域の活性化を図る教育 

亀山市立昼生小学校 
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